
監

査

公

表

監
査
結
果
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
監

査

公

表

目

次

監
査
委
員
公
表
第
５９６号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２４２条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
分
市
中
島
西
２
丁
目
６
番
１０号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
お
い
た
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
理
事
長
瀬
戸
久
夫

及
び
永
井
敬
三
か
ら
請
求
の
あ
っ
た
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
監
査
し
た
結
果
を
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
２８年

７
月
１９日

付
け
で
請
求
人
に
通
知
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２８年

７
月
２０日

大
分
県
監
査
委
員

首
藤

博
文

大
分
県
監
査
委
員

栁
井

貞
美

第
１
監
査
の
請
求

１
請
求
の
受
理

本
件
住
民
監
査
請
求
（
以
下
「
本
件
請
求
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
請
求
に
係
る
事
実
の
一
部

に
つ
い
て
法
第
２４２条

第
１
項
に
規
定
す
る
事
実
を
証
す
る
書
面
が
添
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
第
２４２条

所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
点
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
平
成
２８年

６
月
３
日
付
け
で
請
求
人
に
対

し
補
正
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
同
月
１０日

に
請
求
人
か
ら
追
加
の
書
面
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
該

書
面
に
よ
っ
て
も
、
当
該
事
実
が
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
法
第
２４２条

所
定
の
要
件
を

具
備
し
て
い
な
い
点
が
補
正
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
第
３
の
２
の
⑴
の
と
お
り
本
件

請
求
に
係
る
事
項
の
一
部
を
監
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
そ
の
余
の
事
項
に
つ
い

て
は
、
法
第
２４２条

所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
平
成
２８年

５
月
２０日

付
け
で
こ
れ

を
受
理
し
た
。

２
請
求
人

大
分
市
中
島
西
２
丁
目
６
番
１０号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
お
い
た
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

理
事
長
瀬
戸
久
夫

理
事
長
永
井
敬
三

３
請
求
の
要
旨

住
民
監
査
請
求
書
の
記
載
、
平
成
２８年

６
月
１０日

付
け
補
正
書
の
内
容
並
び
に
陳
述
に
お
け
る
訂
正

及
び
補
足
説
明
に
よ
れ
ば
、
本
件
請
求
に
係
る
請
求
人
の
主
張
事
実
及
び
請
求
人
が
求
め
る
措
置
の
要

旨
並
び
に
請
求
書
に
添
え
ら
れ
た
事
実
証
明
書
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
の
趣
旨
を
損
ね
な
い

程
度
に
用
字
用
語
を
修
正
し
て
あ
る
。
）
。

⑴
請
求
の
趣
旨

大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
２４号

。
以
下
「
交
付
条

例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
広
瀬
勝
貞
は
、
平
成
２６年

度
の
政
務
活
動
費
と
し

て
、
大
分
県
議
会
各
会
派
に
対
し
、
一
月
に
つ
き
３０万

円
に
当
該
各
会
派
の
所
属
議
員
の
数
を
乗
じ

て
得
た
額
を
交
付
し
た
。

各
会
派
代
表
者
は
、
平
成
２７年

４
月
３０日

ま
で
に
政
務
活
動
費
に
係
る
収
支
報
告
書
を
大
分
県
議

会
議
長
（
以
下
「
議
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
た
。

政
務
活
動
費
に
残
余
が
あ
る
場
合
は
、
各
会
派
は
当
該
残
余
の
額
の
政
務
活
動
費
を
知
事
に
返
還

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
２６年

度
分
に
係
る
政
務
活
動
費
交
付
金
の
額
は
、
平
成
２７年

５
月

２９日
付
け
で
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
変
更
）
を
も
っ
て
確
定
し
た
（
資
料
１
）
。

ア
議
員
の
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代

政
務
活
動
に
係
る
議
員
の
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
は
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
３７円

と
規
定
さ
れ
、
平
成
２６年

度
に
つ
い
て
は
、
当
該
燃
料
代
支
出
は
資
料
２
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
他
の
全
て
の
支
出
に
係
る
領
収
書
は
議
長
へ
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ソ
リ
ン
を
購
入
し
た
際
の
領
収
書
に
つ
い
て
の
み
議
長
へ
の
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
な
い
。

政
務
活
動
費
は
、
そ
の
原
資
は
県
民
の
税
金
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
金
を
支
出
す
る
場
合

は
、
葬
儀
香
典
等
の
よ
う
に
通
常
領
収
書
を
徴
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
い
て
必
ず
支

出
証
拠
書
類
と
し
て
領
収
書
を
求
め
、
保
存
し
、
提
出
の
用
に
供
す
る
べ
き
こ
と
は
、
一
般
に
常

識
の
範
ち
ゅ
う
で
あ
る
。
平
成
１７年

度
の
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
領
収
書
の
提
出
義
務
が
な

く
、
当
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
提
起
し
た
住
民
訴
訟
の
結
果
、
３
千
数
百
万
円
の
返
還
命
令
が
下

さ
れ
た
。
そ
の
反
省
か
ら
、
全
て
の
同
支
出
に
係
る
領
収
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
た
は
ず
で

あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年

（ 水 曜 日 ）

号

外

一
〇
四

七
月
二
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

一



と
こ
ろ
が
、
自
家
用
車
利
用
に
係
る
燃
料
代
に
つ
い
て
の
み
領
収
書
の
提
出
を
義
務
付
け
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
事
例
に
鑑
み
る
ま
で
も
な
く
、
県
民
は
誰
も
県
議
会
議
員
の
全
て

が
聖
人
君
子
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
優
秀
で
真
面
目
な
議
員
が
い
る
こ
と
は
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ガ
ソ
リ
ン
を
購
入
し
て
い
な
く
て
も
車
代
と
し
て
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

当
た
り
３７円

も
請
求
で
き
、
し
か
も
領
収
書
も
不
要
で
あ
る
な
ど
、
一
般
社
会
で
は
認
め
ら
れ
る

は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
政
務
調
査
目
的
で
正
当
に
支
出
さ
れ
た
も
の
と

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
、
領
収
書
の
不
提
出
は
公
序
良
俗
に
反
し
、
か
つ
社
会
通
念
上
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
っ
て
、
違
法
か
つ
不
当
な
支
出
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

イ
毛
利
正
徳
議
員
の
自
主
返
納
に
係
る
利
息

毛
利
正
徳
議
員
は
、
平
成
２８年

４
月
２０日

ま
で
に
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
の
う
ち
燃
料
代
に

係
る
支
出
金
合
計
２，４５６，８３７円

を
所
属
会
派
で
あ
る
自
由
民
主
党
を
通
じ
て
知
事
に
返
納
し
た

（
資
料
３
）
。

こ
れ
は
、
年
間
地
球
１
周
半
以
上
を
走
行
す
る
極
め
て
異
常
な
自
家
用
車
の
使
用
で
あ
り
、
到

底
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
報
道
機
関
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
不
正
な
距
離
を
申
告

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
同
議
員
が
自
主
返
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
違
法
か
つ
著
し
く
不
当
な
燃
料
代
支
出
に
係
る
政
務
活
動
費
を
返
納
し
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
伴
う
利
息
は
返
納
さ
れ
て
い
な
い
。

ウ
請
求
す
る
措
置

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
平
成
２６年

度
に
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
貴
職
に
お
か
れ

て
、
以
下
の
勧
告
を
な
す
よ
う
求
め
る
。

ア
大
分
県
知
事
広
瀬
勝
貞
は
、
平
成
２６年

度
分
と
し
て
交
付
し
た
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
県

議
会
各
会
派
に
対
し
て
資
料
２
に
示
し
た
各
議
員
の
支
出
合
計
額
１３，５３３，５２１円

及
び
こ
れ
に

対
す
る
民
法
所
定
の
５
％
の
利
息
の
合
計
額
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
不
当
利
得
返

還
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
が
存
在
す
る
の
で
、
当
該
怠
る
事
実
の
是
正
と
再
発
防
止
の
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
大
分
県
知
事
広
瀬
勝
貞
は
、
自
由
民
主
党
代
表
阿
部
英
仁
が
本
年
４
月
２０日

に
納
入
し
た
平

成
２６年

度
政
務
活
動
費
の
う
ち
毛
利
正
徳
議
員
の
燃
料
代
支
出
金
に
係
る
返
納
金
２，４５６，８３７

円
に
係
る
民
法
所
定
の
５
％
相
当
の
利
息
に
つ
き
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
不
当
利
得
返
還
請
求

権
の
行
使
を
怠
る
事
実
が
存
在
す
る
の
で
、
当
該
怠
る
事
実
の
是
正
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑵
事
実
証
明
書

以
下
の
事
実
証
明
書
の
う
ち
、
資
料
１
か
ら
資
料
３
ま
で
は
平
成
２８年

５
月
２０日

に
提
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
資
料
４
か
ら
資
料
７
―１０ま

で
は
平
成
２８年

６
月
１０日

に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。資
料
１
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
変
更
）

資
料
２
阿
部
英
仁
以
下
３８議

員
に
係
る
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
自
家
用
車
走
行
距
離
等

県
議
会
に
情
報
公
開
請
求
し
て
得
た
公
文
書
を
も
と
に
、
請
求
人
が
各
議
員
ご
と
に
整

理
ま
と
め
た
一
覧
表
（
た
だ
し
、
毛
利
議
員
及
び
当
該
支
出
が
な
か
っ
た
議
員
ら
を
除

く
。
）

資
料
３
起
案
書

毛
利
議
員
の
返
納
に
係
る
会
計
文
書

資
料
４
大
分
合
同
新
聞
記
事
（
２０１５年

１０月
３０日

）
資
料
５
毎
日
新
聞
記
事
（
２０１６年

５
月
２１日

）
資
料
６
―
１
～
同
６
―
７
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
証
明
者
名
阿
部
英
仁

ほ
か

資
料
７
―
１
～
同
７
―
１０

平
成
２６年

６
月
行
事
予
定
表
大
分
土
木
事
務
所
ほ
か

第
２
監
査
委
員
の
除
斥

本
件
請
求
は
平
成
２６年

度
に
大
分
県
議
会
各
会
派
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
、
濱
田
洋
監
査
委
員
及
び
尾
島
保
彦
監
査
委
員
に
お
い
て
は
法
第
１９９条

の
２
に
規
定
す
る

「
自
己
の
従
事
す
る
業
務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
」
に
該
当
す
る
た
め
、
両
監
査
委
員
は
、

本
件
を
監
査
し
て
い
な
い
。

第
３
監
査
の
実
施

１
監
査
対
象
機
関

監
査
対
象
部
局
を
議
会
事
務
局
と
し
、
監
査
対
象
箇
所
を
議
会
事
務
局
総
務
課
と
し
た
。

２
監
査
対
象
事
項

⑴
監
査
対
象
か
ら
除
外
す
る
事
項

住
民
監
査
請
求
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
請
求
の
要
旨
を
裏
付
け
る
も
の
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ

る
事
実
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
請
求
に
お
い
て
は
、
請
求
の
要
旨

中
の
「
年
間
地
球
１
周
半
以
上
を
走
行
す
る
極
め
て
異
常
な
自
家
用
車
の
使
用
で
あ
り
、
到
底
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
報
道
機
関
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
不
正
な
距
離
を
申
告
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
（
第
１
の
３
の
⑴
の
イ
）
」
た
と
す
る
事
実
を
裏
付
け
る
も
の
と
客
観
的
に
認
め
ら

れ
る
事
実
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
平
成
２８年

６
月
３
日
付
け
で
、
代
表
監
査
委
員
か
ら
請
求
人
に
対
し
て
、
住
民
監
査
請

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

二



求
書
に
上
記
事
実
証
明
書
を
添
付
し
て
同
月
１０日

ま
で
に
再
提
出
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

請
求
人
は
、
平
成
２８年

６
月
１０日

付
け
で
、
上
記
事
実
証
明
書
と
し
て
資
料
４
及
び
資
料
５
を
提

出
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
書
面
に
よ
っ
て
も
、
「
明
ら
か
に
不
正
な
距
離
を
申
告
し
て
い
た
」
事
実
が

客
観
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
本
件
請
求
に
係
る
事
項
の
う
ち
、
「
自
由
民
主
党
代
表
阿
部
英
仁
が
本
年
４
月
２０日

に
納
入
し
た
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
の
う
ち
毛
利
正
徳
議
員
の
燃
料
代
支
出
金
に
係
る
返
納
金

２，４５６，８３７円
に
係
る
民
法
所
定
の
５
％
相
当
の
利
息
に
つ
き
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
不
当
利
得
返

還
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
」
を
監
査
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑵
監
査
対
象
事
項

平
成
２６年

度
分
と
し
て
県
議
会
各
会
派
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
の
う
ち
議
員
の
自
家

用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
に
相
当
す
る
計
１３，５３３，５２１円

及
び
こ
れ
に
対
す
る
民
法
所
定
の
５
％
の

利
息
の
合
計
額
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を

監
査
対
象
事
項
と
し
、
請
求
人
の
主
張
す
る
事
実
の
有
無
、
県
の
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当
利
得

返
還
請
求
権
の
存
否
、
県
の
職
員
が
こ
れ
ら
の
債
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
の
有
無
等
に
つ
い
て
監
査

し
た
。

３
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
２４２条

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求
人
に
対
し
て
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与
え

た
と
こ
ろ
、
平
成
２８年

６
月
２３日

に
、
追
加
資
料
（
資
料
８
か
ら
資
料
１１ま

で
及
び
陳
述
の
要
旨
）
を

提
出
す
る
と
と
も
に
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
内
容
の
陳
述
を
し
た
。
た
だ
し
、
下
記
⑵
の
陳
述
内
容

は
、
本
件
請
求
に
係
る
事
項
の
う
ち
法
第
２４２条

所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
た
め
監
査
の
対
象

か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
採
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
請
求
人
の
陳
述
時
に
、
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
対
象
機
関
の
職
員
の
立
会
い
を

認
め
た
。

⑴
請
求
書
中
の
誤
記
等
を
訂
正
し
、
及
び
、
請
求
書
に
記
載
し
た
「
領
収
書
の
不
提
出
は
公
序
良
俗

に
反
し
、
か
つ
社
会
通
念
上
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
を
補
足
す
る
。

⑵
監
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
部
分
（
第
１
の
１
及
び
第
３
の
２
の
⑴
の
と
お
り
）
に

つ
い
て
、
資
料
８
か
ら
資
料
１１ま

で
に
よ
り
不
正
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
監
査
の
対
象
と
す

る
こ
と
を
検
討
し
、
十
分
な
監
査
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。

⑶
監
査
請
求
書
の
趣
旨
に
は
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
阿
部
英
仁
議
員
の
平
成
２６年

６
月
３０日

及
び
同
年
７
月
４
日
の
政
務
活
動
（
各
土
木
事
務
所
に
お
け
る
平
成
２６年

度
発
注
事
業
等
に
つ
い
て
の

調
査
及
び
意
見
交
換
）
に
は
、
大
分
県
測
量
設
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
の
役
員
の
挨
拶
回
り
に
同

伴
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
目
的
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
ガ
ソ
リ
ン
代
が
公
費
か
ら
請
求
で
き
る
の
は

２
分
の
１
で
あ
り
、
残
り
の
２
分
の
１
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
も
含

め
て
、
十
分
な
監
査
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。

４
監
査
対
象
機
関
の
陳
述

監
査
対
象
機
関
は
、
平
成
２８年

６
月
２３日

に
、
第
４
の
２
監
査
対
象
機
関
の
説
明
と
同
趣
旨
の
内

容
及
び
更
な
る
政
務
活
動
費
の
透
明
性
の
確
保
に
向
け
平
成
２８年

４
月
２２日

に
政
務
活
動
費
検
討
協
議

会
を
設
置
し
て
今
後
の
政
務
活
動
費
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
陳
述
を

行
っ
た
。

な
お
、
監
査
対
象
機
関
の
陳
述
時
に
、
法
第
２４２条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
請
求
人
の
立
会
い
を

認
め
た
。

５
監
査
の
実
施

監
査
対
象
機
関
に
対
し
、
平
成
２８年

６
月
３０日

に
監
査
を
実
施
し
た
。

６
関
係
人
調
査

平
成
２８年

６
月
２７日

付
け
で
、
法
第
１９９条

第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
長
宛
て
に
文
書
照
会
並

び
に
書
類
の
閲
覧
及
び
複
写
の
依
頼
を
行
い
、
同
月
３０日

に
職
員
に
よ
る
書
類
の
閲
覧
及
び
複
写
並
び

に
議
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
議
会
事
務
局
政
策
調
査
課
職
員
の
聴
き
取
り
を
し
、
ま
た
、
同
年
７
月
４

日
付
け
で
照
会
事
項
に
対
す
る
回
答
を
得
た
。

第
４
監
査
の
結
果

本
件
請
求
に
つ
い
て
は
、
合
議
に
よ
り
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。

「
本
件
請
求
は
、
理
由
が
な
い
も
の
と
し
て
棄
却
す
る
。
」

以
下
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
。

１
事
実
関
係
の
確
認

監
査
対
象
機
関
に
対
す
る
監
査
及
び
関
係
人
調
査
の
結
果
、
次
の
事
項
を
確
認
し
た
。

⑴
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
体
制
等
に
つ
い
て

法
第
２３１条

及
び
第
２４０条

、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
１７１条

か
ら
第
１７１条

の
７
ま
で
並
び
に
大
分
県
債
権
管
理
規
則
（
昭
和
４０年

大
分
県
規
則

第
６０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
大
分
県
知
事
及
び
規
則
第
２
条
第
４
号

に
規
定
す
る
部
局
長
は
、
大
分
県
が
有
す
る
債
権
に
つ
い
て
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
事
務
処
理
を
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ア
部
局
長
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
べ
き
債
権
が
発
生
し
、
又
は
県
に
帰
属
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
債
権
管
理
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
６
条
本
文
）
。

イ
債
権
が
県
の
歳
入
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
知
事
は
、
こ
れ
を
調
定
し
、
納
入
義
務
者
に
対

し
て
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
２３１条

）
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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ウ
知
事
は
、
債
権
に
つ
い
て
、
履
行
期
限
ま
で
に
履
行
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
期
限
を
指
定

し
て
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
２４０条

第
２
項
、
令
第
１７１条

）
。

⑵
請
求
人
主
張
の
債
権
に
係
る
事
務
処
理
の
状
況
に
つ
い
て

監
査
対
象
機
関
は
、
請
求
人
が
主
張
す
る
「
平
成
２６年

度
分
と
し
て
県
議
会
各
会
派
に
対
し
て
交

付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
の
う
ち
議
員
の
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
に
相
当
す
る
計
１３，５３３，５２１

円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
民
法
所
定
の
５
％
の
利
息
の
合
計
額
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不

当
利
得
返
還
請
求
権
」
は
存
在
し
て
い
な
い
と
し
て
お
り
、
当
該
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行

っ
て
い
な
い
。

⑶
政
務
活
動
費
制
度
の
概
要
に
つ
い
て

地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
る
中
で
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
や
自
立
性
を
高
め
、
住
民
自
治
及
び

団
体
自
治
の
原
則
に
基
づ
く
真
の
地
方
自
治
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
議
会
の
果
た
す
べ
き
役
割
と

責
務
は
増
々
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
方
議
会
の
審
議
能
力
や
政
策
立
案
能
力
の
向
上
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
議
会
を
構
成
す
る
各
会
派
・
各
議
員
の
常
態
的
な
調
査
研
究
活
動
そ
の
他
の
活
動
の

充
実
・
強
化
を
図
る
た
め
、
平
成
１２年

に
法
が
改
正
さ
れ
、
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
議
員
の
調

査
研
究
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
政
務
調
査
費
を
交
付
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

更
に
、
平
成
２５年

に
は
広
聴
広
報
活
動
等
に
使
途
を
拡
大
す
る
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
政
務
活
動
費

に
名
称
変
更
さ
れ
た
。

現
在
の
政
務
活
動
費
は
、
法
第
１００条

第
１４項

か
ら
第
１６項

ま
で
の
規
定
及
び
交
付
条
例
の
規
定

に
基
づ
き
、
大
分
県
議
会
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と

し
て
、
大
分
県
議
会
に
お
け
る
会
派
に
対
し
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。

政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
は
、
会
派
が
実
施
す
る
調
査
研
究
、
研
修
、

広
聴
広
報
、
要
請
陳
情
、
住
民
相
談
、
各
種
会
議
へ
の
参
加
な
ど
県
政
の
課
題
や
県
民
の
意
思
を
把

握
し
、
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
に
要
す

る
経
費
と
し
て
、
個
別
具
体
的
か
つ
広
範
に
交
付
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑷
交
付
条
例
及
び
交
付
規
程
の
関
係
規
定
に
つ
い
て

ア
交
付
条
例
第
９
条
第
２
項
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

２
前
項
の
収
支
報
告
書
に
は
、
当
該
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
係
る
支
出
に
つ

い
て
、
そ
の
内
容
を
証
す
べ
き
会
計
帳
簿
、
調
査
研
究
報
告
書
及
び
領
収
書
（
以
下
「
会
計

帳
簿
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
領
収
書
を
徴
す
る
こ

と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
書
類
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

イ
大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１３年

大
分
県
議
会
規
則
第
２
号
。
以
下

「
交
付
規
程
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
２
項
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

２
条
例
第
９
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
議
長
が
別
に
定
め
る
書
類
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す

る
。
一
口
座
振
込
依
頼
書
又
は
納
入
通
知
書
の
写
し

二
支
払
証
明
書
別
記
様
式
第
８
号
又
は
第
９
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⑸
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
の
政
務
活
動
費
へ
の
充
当
方
法
に
つ
い
て

自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
の
政
務
活
動
費
へ
の
充
当
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
政
務
活
動
費
に

つ
い
て
（
平
成
２５年

３
月
１
日
大
分
県
議
会
）
」
（
以
下
「
使
途
基
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）

の
７
項
目
別
指
針

⑴
調
査
研
究
費
①
交
通
費
・
宿
泊
費
ウ
自
家
用
車
使
用
の
場
合
の
燃
料
代

の
項
に
お
い
て
、
「
実
測
に
よ
り
距
離
を
確
定
し
、
１
km３７円

で
算
定
し
、
支
払
証
明
書
（
規

程
・
別
記
様
式
第
９
号
）
に
記
載
し
て
充
当
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
領
収
書
の
写
し
の
添
付
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
注
）

文
中
の
「
規
程
」
は
交
付
規
程
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
２８年

３
月
に
議
会
事
務
局
が
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
月
現
在
、
政
務
活
動
に
議

員
の
自
家
用
車
等
を
使
用
す
る
場
合
に
、
当
該
政
務
活
動
に
係
る
走
行
距
離
に
走
行
距
離
１
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
乗
じ
て
算
定
し
た
額
を
交
通
費
、
ガ
ソ
リ
ン
代
等
と
し
て
政
務
活
動
費
に

充
当
す
る
方
法
が
、
４７都

道
府
県
中
３７府

県
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

⑹
交
付
条
例
第
９
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
「
議
長
が
別
に
定
め
る
書
類
」
と
し
て
「
政
務
活
動
費
支

払
証
明
書
（
旅
費
用
）
」
を
定
め
た
理
由
に
つ
い
て

議
員
が
自
家
用
車
を
使
用
す
る
場
合
、
政
務
活
動
と
そ
の
他
の
用
務
が
日
々
混
在
す
る
た
め
、
政

務
活
動
費
に
係
る
分
の
み
の
自
家
用
車
燃
料
代
の
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
自
家
用
車
の
走
行
距
離
中
の
政
務
活
動
費
に
係
る
分
を
明
確
に
す
る
た
め
、
政
務
活
動
に
係
る

分
の
み
の
走
行
距
離
を
具
体
的
な
目
的
、
目
的
地
、
帰
着
地
と
と
も
に
記
載
で
き
る
様
式
と
し
て
、

交
付
規
程
別
記
様
式
第
９
号
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
（
以
下
「
政
務
活
動
費
支
払
証

明
書
（
旅
費
用
）
」
と
い
う
。
）
を
定
め
た
。

ま
た
、
バ
ス
や
鉄
道
等
の
公
共
交
通
機
関
を
使
用
す
る
場
合
も
、
運
賃
は
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
利
用
区
間
に
応
じ
た
運
賃
の
把
握
、
確
認
を
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
に
よ
り

行
っ
て
い
る
。

⑺
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
及
び
チ
ェ
ッ
ク
方
法
に
つ
い
て

各
会
派
か
ら
議
長
に
提
出
さ
れ
た
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
は
、
４
月
３０日

か
ら
５

月
中
旬
ま
で
に
か
け
て
議
長
の
補
助
職
員
で
あ
る
議
会
事
務
局
政
策
調
査
課
の
職
員
が
、
次
の
項
目

に
つ
い
て
複
数
人
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
。

ア
活
動
目
的
が
使
途
基
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
１
ペ
ー
ジ
～
３
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
い
る
政
務
活
動
に
当
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合
計
（
円
）

６，７３０，９２５

５，６１２，６１６

１，４５０，３６３

２３，０８８

２６，５６６

１３，８４３，５５８

鉄
道
・
バ
ス
・

そ
の
他
計
（
円
）

２５４，７７８

３０，８３３０００

２８５，６１１

自
家
用
車
（
円
）

６，４７６，１４７

５，５８１，７８３

１，４５０，３６３

２３，０８８

２６，５６６

１３，５５７，９４７

会
派
名

自
由
民
主
党
大
分
県
議
員
団

県
民
ク
ラ
ブ

自
由
民
主
党

公
明
党

日
本
共
産
党合
計

た
っ
て
い
る
か

イ
出
発
地
、
目
的
地
、
帰
着
地
、
走
行
距
離
、
運
賃
・
算
定
額
な
ど
は
、
適
切
に
記
載
さ
れ
、
整

合
し
て
い
る
か

ウ
議
会
の
会
議
や
委
員
会
へ
出
席
す
る
場
合
や
県
内
外
で
調
査
を
行
う
場
合
な
ど
に
大
分
県
議
会

議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
２２年

大
分
県
条
例
第
１０号

）
の
規
定
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
旅
費
と
重
複
し
て
い
な
い
か

⑻
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
の
う
ち
、
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
に
記
載
さ
れ
た
交
通

費
の
額
に
つ
い
て

平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
の
う
ち
、
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
に
記
載
さ
れ
た
交
通

費
の
額
（
自
由
民
主
党
大
分
県
議
員
団
に
あ
っ
て
は
、
平
成
２８年

４
月
２０日

に
県
に
返
納
さ
れ
た
毛

利
正
徳
議
員
の
燃
料
代
支
出
金
に
係
る
も
の
を
除
い
た
額
）
（
注
）
が
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

（
注
）

交
付
規
程
別
記
様
式
第
８
号
の
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
額
を
含
む
。

２
監
査
対
象
機
関
の
説
明

⑴
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
つ
い
て

交
付
条
例
は
、
平
成
１３年

３
月
３０日

に
「
大
分
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
と
し
て

公
布
さ
れ
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
平
成
２５年

３
月
１
日
に
現
在
の
交
付
条
例
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
２６年

度
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
県
議
会
の
自
由
民
主
党
大
分
県
議
員
団
ほ
か

４
会
派
に
対
し
て
、
ひ
と
月
に
付
き
３０万

円
に
、
当
該
会
派
の
所
属
議
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
、
原
則
と
し
て
毎
月
１５日

に
各
会
派
か
ら
の
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
。

県
議
会
の
各
会
派
は
、
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
を
平
成
２７年

４
月
３０日

に
、
議
会

事
務
局
長
に
提
出
し
た
。
こ
れ
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
交
付
条
例
第
９
条
第
１
項
に
基
づ
き
議
長
宛
て

に
提
出
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
選
に
よ
り
平
成
２７年

４
月
３０日

か
ら
同
年
５
月
１３日

ま
で
議
長

が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
議
会
事
務
局
長
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
に
基
づ
き
、
自
由
民
主
党
を
除
く
４
会
派
の
政
務
活
動
費
に
残
余
が
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
た
め
、
知
事
は
、
平
成
２７年

５
月
２２日

付
け
で
残
余
額
に
つ
い
て
返
納
通
知
書
に
よ
り
返
還

を
命
じ
、
同
月
２５日

に
各
会
派
が
返
還
し
て
い
る
。

な
お
、
住
民
監
査
請
求
書
の
記
の
１
．
請
求
の
趣
旨
の
第
３
段
落
目
に
「
同
年
度
分
に
か
か
る
政

務
活
動
費
交
付
金
の
額
は
平
成
２７年

５
月
２２日

付
け
で
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
変
更
）
を
も
っ
て

精
算
決
議
さ
れ
た
」
と
あ
る
が
、
正
確
に
は
同
年
度
分
に
係
る
政
務
活
動
費
交
付
金
の
額
は
、
平
成

２７年
５
月
２２日

付
け
、
件
名
「
支
出
負
担
行
為
（
減
）
」
の
起
案
書
の
決
裁
を
も
っ
て
、
政
務
活
動

費
の
返
還
及
び
返
還
額
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
議
員
の
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
に
つ
い
て

政
務
活
動
に
係
る
議
員
の
自
家
用
車
使
用
の
場
合
の
燃
料
代
に
つ
い
て
は
、
政
務
活
動
の
た
め
に

走
行
し
た
距
離
を
実
測
に
よ
り
確
定
し
、
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
３７円

を
乗
じ
て
算
定
し
、
政
務

活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
に
記
載
し
て
充
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
領
収
書
の
写
し
の

添
付
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
燃
料
代
に
係
る
領
収
書
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
監
査
請
求
書
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
方
、
交
付
条
例
で
は
、
第
９
条
第
２
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
、
「
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
書
類
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と

さ
れ
て
い
る
。
自
家
用
車
使
用
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
政
務
活
動
と
そ
の
他
の
用
務
が
日
々
混
在

し
、
政
務
活
動
費
に
係
る
自
家
用
車
の
燃
料
代
に
つ
い
て
の
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と

か
ら
、
交
付
規
程
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
お
い
て
、
交
付
条
例
第
９
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
議
長

が
別
に
定
め
る
書
類
と
し
て
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
を
定
め
、
領
収
書
の
写
し
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
務
活
動
費
の
取
扱
い
を
統
一
す
る

た
め
、
平
成
２５年

３
月
１
日
に
県
議
会
の
各
会
派
間
で
申
し
合
わ
せ
た
使
途
基
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お

い
て
も
、
４
ペ
ー
ジ
下
段
の
中
で
、
燃
料
代
に
つ
い
て
は
「
領
収
書
の
写
し
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
各
会
派
か
ら
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
は
、
こ
の
使
途
基
準
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
２６年

度
の
収
支
報
告
書
に
添
付
さ
れ
て
い

る
各
会
派
の
会
計
帳
簿
に
は
、
燃
料
代
が
使
途
基
準
に
反
し
て
使
用
さ
れ
た
と
推
認
す
べ
き
事
実
は

認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
仮
に
自
家
用
車
の
全
燃
料
代
の
領
収
書
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
う
ち
い
く
ら

が
政
務
活
動
目
的
で
使
用
さ
れ
た
も
の
か
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
領
収

書
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
政
務
活
動
費
が
政
務
活
動
目
的
で
正
当
に
支
出
さ
れ
た
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も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
直
接
結
び
付
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
め
、
本
県
に
お
い
て
は
、
実
測
に
よ
り
距
離
を
確
定
し
、
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅

費
用
）
に
目
的
、
出
発
地
、
目
的
地
、
到
着
地
、
走
行
距
離
等
を
日
付
ご
と
に
記
載
し
、
議
員
が
証

明
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
全
国
的
に
見
て
も
、
３７府

県
で
支
払
証
明
等
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
請
求
人
は
、
他
の
全
て
の
支
出
に
係
る
領
収
書
は
議
長
へ
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ソ
リ
ン
を
購
入
し
た
際
の
領
収
書
に
つ
い
て
の
み
議
長
へ
の
提
出
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
ほ
か
に
も
、
バ
ス
賃
・
鉄
道
賃
・
船
賃
等
に
つ
い
て

も
政
務
活
動
費
支
払
証
明
書
（
旅
費
用
）
に
よ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
使
途
基
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
領
収
書
の
写
し
の
提
出

が
な
い
こ
と
が
、
直
ち
に
公
序
良
俗
に
反
し
、
社
会
通
念
上
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
違
法
か
つ
不

当
な
支
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

⑶
結
論
平
成
２６年

度
分
政
務
活
動
費
に
お
い
て
、
自
家
用
車
の
燃
料
代
を
充
当
し
た
当
時
の
議
員
３８人

へ
の
支
出
は
、
適
法
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
請
求
人
が
「
公
序
良
俗
に
反
し
、
社
会
通

念
上
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
違
法
か
つ
不
当
な
支
出
で
あ
る
」
と
断
じ
る
の
は
失
当
で
あ
る
。
請

求
人
の
請
求
の
趣
旨
に
は
理
由
が
な
く
、
各
会
派
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
不
当
利
得
返
還

請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
は
存
在
し
な
い
。

３
判
断
以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
、
監
査
対
象
機
関
の
説
明
及
び
関
係
資
料
の
調
査
等
に
基
づ
き
、

次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

⑴
判
断
の
対
象
事
項

ま
ず
、
請
求
人
が
主
張
す
る
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
に
係
る
県
の
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当

利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
上
で
、
知
事
又
は
職
員
が
こ
れ
ら
の
債

権
の
行
使
を
怠
る
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

ま
た
、
債
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
が
あ
る
場
合
、
当
該
怠
る
事
実
が
違
法
又
は
不
当
な
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
、
そ
の
こ
と
が
県
に
損
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
、
措
置
を
講
ず
る
必
要
が

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

⑵
判
断

ア
ま
ず
、
請
求
人
が
主
張
す
る
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
に
係
る
県
の
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不

当
利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
断
す
る
。

ア
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て

請
求
人
は
、
要
旨
、
「
政
務
活
動
費
の
よ
う
な
公
金
を
支
出
す
る
場
合
、
香
典
等
の
よ
う
に

通
常
領
収
書
を
徴
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
い
て
、
一
般
常
識
と
し
て
、
必
ず
領
収

書
を
求
め
、
保
存
し
、
提
出
の
用
に
供
す
べ
き
で
あ
る
。
平
成
１７年

度
政
務
調
査
費
に
係
る
住

民
訴
訟
の
結
果
、
全
て
の
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
領
収
書
を
議
長
に
提
出
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
務
活
動
に
自
家
用
車
を
利
用
し
た
場
合
の
燃

料
代
に
つ
い
て
の
み
、
領
収
書
を
議
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
一
般
社
会
で
認
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
支
出

に
つ
い
て
は
、
政
務
調
査
目
的
で
正
当
に
支
出
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す

な
わ
ち
、
領
収
書
の
不
提
出
は
公
序
良
俗
に
反
し
、
か
つ
社
会
通
念
上
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
っ
て
、
違
法
か
つ
不
当
な
支
出
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
い
う
理
由

で
、
大
分
県
が
平
成
２６年

度
分
と
し
て
交
付
し
た
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
県
議
会
各
会
派
に

対
し
て
、
議
員
の
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
に
相
当
す
る
金
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
民
法

所
定
５
％
の
利
息
の
合
計
額
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
発

生
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
主
張
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ａ
領
収
書
の
写
し
の
添
付
は
必
要
な
い
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
の
議
長
及
び
監
査
対
象
機
関

の
説
明
本
県
に
お
い
て
議
員
の
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
を
政
務
活
動
費
に
充
当
す
る
場
合

は
、
当
該
政
務
活
動
に
係
る
走
行
距
離
を
実
測
に
よ
り
確
定
し
、
こ
れ
に
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

当
た
り
３７円

の
単
価
を
乗
じ
て
算
定
し
た
額
を
充
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
場
合

領
収
書
の
写
し
の
添
付
は
必
要
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
領
収
書
の
写
し
の
添
付
は

必
要
な
い
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
議
長
及
び
監
査
対
象
機
関
は
、
要
旨
、
「
議
員
が
自
家

用
車
を
使
用
す
る
場
合
、
政
務
活
動
と
そ
の
他
の
用
務
が
日
々
混
在
す
る
た
め
、
政
務
活
動

費
に
係
る
分
の
み
の
燃
料
代
の
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
仮
に
、
自
家
用
車

の
全
燃
料
代
の
領
収
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
い
く
ら
が
政
務
活
動
目
的
で
使
用

さ
れ
た
も
の
か
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
説
明
す
る
。

ｂ
検
討
上
記
a
の
議
長
及
び
監
査
対
象
機
関
の
理
由
説
明
は
、
交
付
条
例
第
９
条
第
２
項
の
規
定

に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
に
つ
い
て
領
収

書
の
写
し
の
添
付
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
が
同
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。

ま
た
、
本
県
を
含
め
全
国
４７都

道
府
県
の
う
ち
３７府

県
に
お
い
て
同
様
の
方
法
が
採
用
さ
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れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
照
ら
せ
ば
、
政
務
活
動
に
議
員
の
自
家
用
車
等
を
使
用
す
る
場
合

に
当
該
政
務
活
動
に
係
る
走
行
距
離
に
走
行
距
離
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
乗
じ

て
算
定
し
た
額
を
交
通
費
、
ガ
ソ
リ
ン
代
等
と
し
て
政
務
活
動
費
に
充
当
し
、
そ
の
場
合
領

収
証
の
写
し
の
添
付
は
必
要
な
い
と
す
る
方
法
を
採
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
認
め
ら
れ
な

い
と
は
い
え
な
い
。

ｃ
小
括
以
上
の
と
お
り
、
自
家
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
代
を
政
務
活
動
費
に
充
当
す
る
場
合
に
領

収
書
の
写
し
の
提
出
を
義
務
付
け
て
い
な
い
こ
と
が
公
序
良
俗
に
反
し
社
会
通
念
上
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
人
が
損
害
賠
償
請
求
権
等
の

発
生
理
由
と
し
て
主
張
す
る
事
実
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

イ
そ
の
他

請
求
人
は
、
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
に
お
い
て
、
阿
部
英
仁
議
員
の
平
成
２６年

６
月

３０日
及
び
同
年
７
月
４
日
の
政
務
活
動
（
各
土
木
事
務
所
に
お
け
る
平
成
２６年

度
発
注
事
業
等

に
つ
い
て
の
調
査
及
び
意
見
交
換
）
に
は
大
分
県
測
量
設
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
の
役
員
の

挨
拶
回
り
に
同
伴
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
目
的
が
あ
る
か
ら
そ
の
ガ
ソ
リ
ン
代
が
公
費
か
ら

請
求
で
き
る
の
は
２
分
の
１
で
あ
り
残
り
の
２
分
の
１
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

主
張
を
追
加
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
人
調
査
に
お
い
て
、
議
会
事
務
局
政
策
調
査
課
職
員
か
ら
聴
取

し
た
と
こ
ろ
、
要
旨
、
「
自
家
用
車
使
用
の
場
合
は
政
務
活
動
に
要
し
た
走
行
距
離
を
申
告
す

る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
お
り
、
両
日
の
活
動
は
、
議
員
が
申
告
し
た
と
お
り
政
務
活
動
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
」
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
監
査
対
象
機
関
は
、
燃
料
代

が
使
途
基
準
に
反
し
て
使
用
さ
れ
た
と
推
認
す
べ
き
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
見
解
を
述
べ

て
い
る
。

当
監
査
委
員
と
し
て
は
、
上
記
の
回
答
が
不
合
理
で
あ
る
と
か
、
上
記
の
見
解
が
事
実
に
反

す
る
な
ど
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
上
記
政
務
活
動
に
係
る
燃
料
代
の
２
分
の
１
を
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、
こ
の
ほ

か
に
、
請
求
人
か
ら
具
体
的
な
使
途
基
準
に
合
致
し
な
い
支
出
が
あ
る
と
の
摘
示
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
請
求
人
が
主
張
す
る
債
権
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
他
の
事
情
が
存

在
す
る
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。

ウ
結
論
上
記
の
と
お
り
、
請
求
人
が
主
張
す
る
平
成
２６年

度
政
務
活
動
費
に
係
る
大
分
県
の
損
害
賠

償
請
求
権
又
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

イ
上
記
ア
の
と
お
り
、
請
求
人
が
主
張
す
る
大
分
県
の
各
債
権
は
発
生
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
か
ら
、
そ
の
余
の
事
項
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
本
件
請
求
に
は
理
由
が
な
い
と
判

断
す
る
。

第
５
意
見
監
査
の
結
果
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
監
査
委
員
と
し
て
の
意
見
を
次
の
と
お
り
付
記
す
る
。

政
務
活
動
費
の
適
正
な
使
用
は
、
ま
ず
第
一
に
議
会
及
び
各
会
派
の
自
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
、
平
成
２８年

４
月
２２日

に
は
、
「
政
務
活
動
費
検
討
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
、
今
後
の

政
務
活
動
費
の
在
り
方
に
つ
い
て
各
会
派
間
で
の
協
議
・
検
討
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
監
査
委
員
と
し

て
は
、
県
民
と
と
も
に
、
県
議
会
の
取
組
に
注
目
し
、
こ
の
協
議
・
検
討
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
の

よ
り
一
層
の
透
明
性
の
向
上
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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